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郵便事業株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 鍋倉眞一）は、動物愛護週間制定６０周

年を記念して発行した特殊切手「動物愛護週間６０周年記念」に付加された寄附金の配分について、

本日、総務大臣から認可を受け、次のとおり決定いたしました。 

平成２１年９月１８日（金）～平成２２年３月１７日（水）まで販売された特殊切手「動物愛護

週間６０周年記念」は、おかげさまで多くのお客さまにご購入いただき、合計４，１６７万円の  

寄附金を配分させていただくこととなりました。 

寄附金の配分先の決定にあたっては、より多くの団体に、かつ少額の配分でより大きな効果が 

期待できる事業に配分することを基本として審査した結果、２４団体に配分いたします。 

なお、全国の皆さまから寄せられた寄附金は、社会福祉の増進、風水害、震災等非常災害による

被災者の救助又は災害の予防、青少年の健全育成、地球環境の保全を目的とする、動物とのかかわ

りを持つ事業を行う団体に配分し役立てられます。 

寄附金の配分を申請された事業内容につきましては、社外有識者により構成された「動物愛護 

寄附金審査委員会※」において厳正なる審査を行い、決定いたしました。 

郵便事業株式会社は、今後とも皆さまのご期待にお応えするためにも、なお一層の努力をしてま

いります。 

 

※ 別添「平成２２年度動物愛護寄附金配分事業リスト」P１２参照 

 

寄附金配分の詳細 

 

１ 申請状況                  

(1)  申請団体数           ６５団体  

(2)  申請総額       １億６，０３９万円  
 

２ 配分状況 

(1)  配分団体数           ２４団体   

(2)  配分総額         ４，１６７万円  
 

３  配分団体別配分額及び使途内容 

      別添「平成２２年度動物愛護寄附金配分事業リスト」のとおり 

 

以上 

 

 

平成２２年度 動物愛護寄附金配分先団体及びその寄附金額の決定 

http://www.post.japanpost.jp/whats_new/2010/0729_01_c02.pdf

